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（参考）調布市の⽤途地域等の⾒直しの考え⽅ 
調布市ではこれまで，まちの状況の変化などに合わせて用途地域の見直しを行ってきました。 

用途地域の見直しにあたっては，原則として地区計画を定めることとして，地域の特性に応じた目指す

べき市街地像を実現するため総合的に行っていくこととしています。 

一方で，都市計画・建築指導上の課題として早急な対応が求められ，周辺の環境に大きな影響を与えな

いものについては，地区計画等を定めることなく，即時的に用途地域の見直しを行うこととしています。 

近では，平成 29 年に，都市計画道路等の沿道を対象として即時的な用途地域の見直しを行っています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）⽤途地域等⾒直しの基本⽅針（H27） 抜粋 

⽤途地域等⾒直しの視点 
視点①：将来土地利用を適切に誘導するものであること 

視点②：問題が生じている土地利用や建築物立地の現状の改善に寄与するものであること 

視点③：都市計画及び建築行政の推進上の問題点を是正するものであること 

緊急性等を考慮し必要に応じて即時的な⾒直し
を⾏うものであること 
 都市計画・建築指導上の技術的な問題への対

応など，早急な対応が求められ，かつ周辺の

環境に大きな影響を与えないものについて

は，地区計画等を定めることなく，即時的に

用途地域の見直しを行います。 

地区計画や特別⽤途地区等を活⽤して総合的な
⾒直しを⾏うものであること 
 用途地域等の見直しにあたっては，原則「地

区計画」を併用して定めます。 

 地域の特性に応じた目指すべき市街地像の

実現に向けて，都市計画の諸制度を活用した

総合的な見直しを行います。 

Ⅰ．即時的な⾒直しの検討地区 
１．都市計画及び建築⾏政の推進上の問題点を是

正するための⾒直し 

(1)界線根拠としてきた地形地物等が変更され

た箇所 

(2)都市計画道路の整備進捗に伴い適正な沿道

土地利用を誘導すべき地区 
 

（変更対象の考え⽅） 
 地形地物等を境界線の根拠とする箇所で，平

成 16 年以降に変化が生じている場合 

 一路線の全ての区間で整備が終わっていな

い都市計画道路等であっても，交差点区間な

ど一定程度まとまった区間において整備が

完了している場合，または用地買収が概ね完

了し事業施行への影響が少ない場合 

Ⅱ．将来的な⾒直しの検討地区 
２．将来⼟地利⽤を適切に誘導するための⾒直し 

(1)「映画のまち 調布」の特性を活かした映画

関連事業所の育成を図る地区 

(2)上位計画等に基づき土地の高度・有効利用を

誘導すべき業務・商業地区 

(3)上位計画等に基づき土地の高度・有効利用を

誘導すべき住宅地 

 

３．⼟地利⽤や建築物⽴地の現状を改善するため
の⾒直し 

(1)防災性を高める必要のある木造住宅市街地

の地区 

(2)地域コミュニティの再構築に向けて定住環

境の改善を検討する低層住宅地 

(3)工業系用途地域において混在化等の問題が

生じている地区 

(4)現行規制が建て替え等の支障となっている

中層住宅団地 

(5)公共公益施設の再編整備を進める上で支障

を来している地区 

(6)平成８年の一斉見直し時の原則移行によっ

て既存不適格となった建築物が存する地区 

(7)土地区画整理事業等の進捗に伴い土地の有

効利用を誘導すべき地区 

今回の⾒直しの対象 
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建蔽率は，建築物が占める⾯積（建築⾯積）
の敷地⾯積に対する割合のことをいいます。 

容積率は，建築物の各階の床⾯積の合計の
敷地⾯積に対する割合のことをいいます。 

建築物の⾼さなどを制限することにより，⽇照・通⾵・採光などを確保し，住環境
を保護するためのものです。調布市の⾼度地区には，下図に⽰すとおり８種類があり，
ここに⽰す真北⽅向の範囲からはみ出して建築物を建てることはできません。 

建築物の防⽕性能に関する構造を制限することにより，⽕災の危険を防ぐためのものです。 
防⽕・準防⽕地域の指定により建築物の規模・階数に応じて求められる耐⽕性能の制限は，以下のとおりです。 

２階の床⾯積 : Ｓ2 

1 階の床⾯積 : Ｓ1 

道 路 
敷地⾯積 : A  

容積率＝    ×100％S1＋S2
A

※⽇影規制：４時間・２.5 時間の場合（測定⽔平⾯ 4ｍ）の制限のイメージ 

防⽕・準防⽕地域 

建蔽 率＝   ×100％S1
A

中⾼層建築物が落とす⽇影の時間を制限することに
より，住宅地における⽇照条件の悪化を防ぐものです。

右図の場合，測定⽔平⾯４ｍ(２階の床⾯に相当)に
おいて，制限を受ける建築物によって⽇影となる時間
が敷地から５ｍの範囲では４時間以内，10ｍの範囲で
は 2.5 時間以内となるよう，建築物の形態が制限され
ることとなります。 

 

⾼度地区 建蔽率・容積率 

⽇影規制 

※1：耐⽕建築物，⼜はこれと同等以上の延焼防⽌性能を有する建築物 
  （建築基準法施⾏令第 136 条の 2 第 1 項第⼀号イ，ロ） 
※2：準耐⽕建築物，⼜はこれと同等以上の延焼防⽌性能を有する建築物 
  （建築基準法施⾏令第 136 条の 2 第 1 項第⼆号イ，ロ） 
※3：延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏を防⽕構造とし，かつ，外壁

開⼝部に防⽕設備を設けた建築物，⼜はこれと同等以上の延焼防⽌性
能を有する建築物 

  （建築基準法施⾏令第 136 条の 2 第 1 項第三号イ，ロ） 
※4：延焼のおそれのある部分の外壁開⼝部に防⽕設備を設けた建築物，⼜

はこれと同等以上の延焼防⽌性能を有する建築物 
  （建築基準法施⾏令第 136 条の 2 第 1 項第四号イ，ロ） 

○ 建築物が複数の地域（防⽕地域，準防⽕地域，無指定区域）にわたる場合については，原則最も規制の厳しい地域の規定が適⽤
されます。（ただし，建築物が防⽕壁で区画されている場合においては，例外もあります。） 

50㎡以下

４階以上

３階建

２階建 ⽊造：防⽕構造
の建築物等※3

平屋建
⾮⽊造：防⽕設
備を設けた建築
物等※4

1,500㎡超

防⽕地域  準防⽕地域

100㎡以下
階数

100㎡超 500㎡以下 500㎡超
1,500㎡以下

耐⽕建築物等※1

耐⽕建築物等※1

準耐⽕建築物等※2

準耐⽕建築物等※2

4ｍ

敷地境界線
５ｍライン (４時間⽇影線が
５ｍラインを超えることはで
きません )

10ｍライン ( 2.5 時間⽇影線が
10ｍラインを超えることはでき
ません )

25ｍ第⼆種⾼度地区 15ｍ第⼆種⾼度地区 第⼆種⾼度地区 

真北⽅向

隣地境界線

1.25
1

5ｍ

8ｍ

15ｍ

隣地境界線

5ｍ

1.25
1

0.6
1 真北⽅向

8ｍ

15ｍ

0.6
1

25ｍ

真北⽅向

1.25
1

5ｍ

8ｍ

15ｍ

隣地境界線

25ｍ 1
0.6

真北⽅向

隣地境界線

5ｍ

25ｍ第⼀種⾼度地区 15ｍ第⼀種⾼度地区 

1

15ｍ
0.6

隣地境界線

真北⽅向

5ｍ

0.6
1

隣地境界線

真北⽅向

5ｍ

第⼀種⾼度地区 

隣地境界線

10ｍ

1.25
1

8ｍ
真北⽅向

20ｍ

0.6
1

第三種⾼度地区 31ｍ⾼度地区 

31ｍ
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■今後のスケジュール（案） 

＜お問い合わせ＞ 調布市 都市整備部 都市計画課  TEL：042（481）7453 

⽤途地域別の建築物の⽤途制限の概要 
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